
本部－帳－本事603-1
航空機利用による出張願
　　　　　　　　　　院所長殿
年　　月　　日
	
職　　種
	
	
氏　名
	
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	 以下の日程で出張するが、下記の理由により航空機を利用したいので承認されたく 願出ます。（決済に日時を要するので少なくとも14日前迄に院所長に提出のこと ）

	
会議名
	

	
日　時
	
年　　月　　日　　～　　　　　年　　月　　日

	
開催地
	

	

特に必要
とする理由

	

	 
院所長
意　見
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　印

	
	

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　印

	  理事長  
	

	   決済   
	



　院所長が承認する原則
　　北海道､九州の遠方に要務を命ずる時､勤務その他の都合より必要と認めた時決める。

　　　　　　　　　　　　　　付　　　則
１．北海道、九州等の遠方に要務を命ずる時、勤務その他の都合により院所長が必要と認めた時は、飛行機利用による出張を命ずることが出来る。
２．車中泊とは午後10時～午前６時までの間に４時間以上乗車する場合とする。
３．本規定の改廃は理事長が行う。
４．本規定は1975年７月１日より施行する。
　　　　　　1980年４月１日　　　一部改訂
